
１１ 

＊１ MTBE 

当社ではMTBEの環境影響を考

慮し、２００１年度にMTBE添加ガソ

リンの出荷を停止しました。 

＊２ ベンゼン 

ベンゼンは、人体への影響の関連

性が注目されている物質です。ガ

ソリンに含まれるレベルのベンゼ

ンが生体に及ぼす影響について

は明確になっていませんが、有害

大気汚染物質として環境省の優

先取り組み物質となっています。 

環境先進企業を目指して 

１９５０年　ガソリン生産開始 

１９７０年　新宿区牛込柳町事件 

１９７５年　レギュラーガソリンの完全無鉛化 

１９８６年　プレミアムガソリンの完全無鉛化 

１９８７年　１００オクタン価プレミアムガソリン販売開始 

１９９１年　MTBE配合プレミアムガソリン販売開始＊１ 

１９９６年　JIS改正（ベンゼン５容量％以下、 
　　　　 硫黄分１００ppm以下、MTBE７容量％以下など） 

２０００年　ベンゼン含有量１容量％以下に規制 

日本の石油業界における 
ガソリン品質改善の歴史 

ガソリン中のベンゼン濃度規制の推移 
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石油製品の品質規制と 
お客様の使用時の環境負荷低減 

　日本が石油の相当部分を依存している中東

原油は、アフリカ産や北海産の原油と比較して、

硫黄分を多く含んでいます。そのため、中東産の

原油から、環境負荷の少ない石油製品を製造す

るには、高度な二次処理装置が必要になります。

日本の石油業界は、脱硫装置などに積極的な投

資を行い、環境汚染の低減に努力してきました。

その結果、世界的に見ても環境負荷の少ない製

品を供給してきました。 

　当社は、社会のニーズに合致する製品を供給

するため、製造工程の省エネルギーを進めつつ、

「燃料の低硫黄化」「燃料品質の更なる向上」な

どの技術開発を最優先項目として取り組んでい

ます。今後も、石油製品の硫黄分を取り除く「脱硫」

のための触媒開発などに注力し、使用時の環境

負荷が少ない製品を、お客様にお届けしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ガソリン 

　ガソリンの環境負荷低減のために、日本の石

油業界では「無鉛化」「低ベンゼン化」「低硫黄化」

を推進してきました。 

　高度経済成長とともに自動車が急速に普及し

た１９６０年代、ガソリンにはオクタン価を高めるた

めに、四アルキル鉛が添加されていました。１９７０

年には、東京都新宿区牛込柳町の鉛公害事件

を発端に、四アルキル鉛の毒性問題が取り上げ

られました。また、排気ガス規制に対応するために、

ガソリンの無鉛化が検討され、１９７５年にレギュラー

ガソリンが完全無鉛化されました。プレミアムガソ

リンについても、１９８３年に無鉛プレミアムガソリン

が発売され、１９８６年には有鉛プレミアムガソリン

も完全無鉛化されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

　ベンゼン＊２に関しては、１９９６年４月にガソリン中

のベンゼン含有量が５容量%以下に規制されま

した。さらに１９９６年の石油審議会でベンゼン含

有量を１容量%以下に削減する方針が確定し、 

２０００年１月より、ベンゼン含有量１容量%以下の

低ベンゼンガソリンが出荷されています。 

 

 

１９７０ １９８０ １９９０ ２０００ 

軽油低硫黄化：約２,０００億円 
 

ベンゼン低減化：約１,４００億円 
 

重油脱硫：約８,０００億円 
 

ガソリン無鉛化：約３,０００億円 
 

環境対策と設備投資額（日本の石油業界全体） 



１２ 

　硫黄分は燃焼して、大気中に排出されると酸

性雨などの原因となるため、JIS規格では０.０１質

量%（１００ppm）以下に規制されています。当社

では、プレミアムガソリンで０.０００５質量%、レギュラ

ーガソリンで０.００３質量%（ともに２００１年度実績値）

と、硫黄分に関する規制値を大幅に下回るガソ

リンを出荷しています。また、光化学スモッグの原

因になる炭化水素ベーパーの排出を低減する

ために、ガソリンの蒸気圧は２００１年から夏季に

限り、７８kＰａから７２kＰａに低減しました。 

●軽油 

　軽油中の硫黄分削減のために、日本の石油

業界は１９５０年代後半から水素化脱硫装置を中

心に、各製油所で脱硫装置を充実させてきました。

１９９２年には軽油の硫黄分を０.２質量%、さらに

１９９７年には０.０５質量%に引き下げました。当社は、

規制値を下回る０.０４質量%（２００１年度実績値）

の軽油を出荷しています。 

　ディーゼル排ガス規制に対応するため、軽油

の硫黄分規制は、今後さらに０.００５質量%（５０ppm）

まで強化されることが予定されています。当社では、

この規制をクリアする軽油の製造を視野に入れ、

既に開発した触媒により、坂出製油所で実証化運

転を実施中です。さらに高性能な触媒をＮＥＤＯ（新

エネルギー・産業技術総合開発機構）事業に参

画して開発中です。なお東京都内には、２００２年９

月から５０ppm軽油の部分供給を開始します。 

●灯油 

　屋内で燃焼させるタイプの暖房器具が一般に

普及した日本では、使用者の健康への配慮から、

灯油に含まれる硫黄分に関して、早くから厳しい規

制が行われてきました。現在、JIS規格では０.００８

質量%（８０ppm）以下と規制されていますが、当

社では、この規制値を下回る０.００４質量%（２００１

年度実績値）の灯油を出荷しています。 

●重油 

　重油の燃焼時に排出されるSOx（硫黄酸化物）

は、１９６０年代の高度経済成長に伴って、重化学

工業地帯に深刻な大気汚染を引き起こしました。

１９６７年の公害対策基本法の制定とともに、官民

あげての大気汚染防止に対する取り組みが開始

されました。 

　石油業界は、低硫黄原油の輸入を進めるとと

もに、重油脱硫設備の導入を推進し、１９８０年ま

でに日本全体で４４基の重油直接脱硫装置、間

接脱硫装置を設置しました。一方、重油を使用

する側でも排煙脱硫装置などの導入を進めたため、

大気中のSOx濃度は、世界的に見ても類がない

ほど著しく改善されました。 

　当社では昨今の重油の需要減退に対応し、 

重油直接脱硫装置で生産した低硫黄重油をさ

らに精製することにより、軽油・ガソリンなど、重油

よりも付加価値の高い低硫黄燃料油の増産につ

なげています。 

軽油中の硫黄分規制の推移 
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環境先進企業を目指して 


